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令和４年 決算特別委員会 第一分科会〔総務部所管〕開催状況

開催年月日 令和４年１１月１０日（木）
質 問 者 民主・道民連合 高橋 亨 委員
答 弁 者 危機管理監、危機対策局長、

危機対策課長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

四 重要土地規制法について

（一）指定区域の住民対応について （危機対策課長）

高橋はるみ知事、そして鈴木知事の念願であり 制度の周知についてでありますが、本年９月20

ました土地利用規制法が成立・施行されました。 日に全面施行となった重要土地等調査法の趣旨や

提示された地域の中には、ごく普通の地域の、 区域指定、届出制度などの住民の皆様への周知は、

地方の町の中にあります。 一義的に内閣府が行うこととされております。

突然提示されたことによって住民は驚きを隠せ 現在、内閣府では、ホームページにおきまして

ないでしょうけれども指定によって遅滞なく基地 「よくある質問」として、法律の趣旨や制度など

の境界から１ｋｍ範囲の住民や、対象地域に不動 に係る各種Ｑ＆Ａを掲示するとともに、コールセ

産を所有している方への調査が行われることにな ンターを設置して住民の皆様からの問い合わせに

ります。注視区域に指定されたことや、そのこと 対応しているところであり、道といたしましてし

によって自分たちの何が調査されるのか、何が違 ても、ホームページで国の取り組みについて周知

法で何が罰せられるのか、対象範囲に住んでいる を図っているところであります。

方は全く判らないというふうに思います。 また、今後、内閣府から都道府県や市町村に対

指定区域に関する住民への説明は行われるのか、 し、リーフレットの配布など可能な範囲での協力

お聞きをしたいと思います。 依頼が行われると聞いております。道としても、

そうした依頼があった際には、必要な協力を行っ

てまいります。

（二）説明の主体について （危機対策局長）

道が立法を求めた法案でありますよ。道民の個 住民の皆様への説明についてでございますが、

人情報が調査される法案でありますよ。そのこと 道では、これまで、道民の皆様の貴重な財産であ

を軽く考えているのではないですか。 る水源や森林資源を守り、道民の皆様の安全・安

住民説明会は、少なくてもですね、内閣府が責 心な暮らしを確保する危機管理の観点から、防衛

任を持って開催するべきではないですか。そして 関係施設等の周辺に存在する森林に関して、海外

開催すれば多くの住民から疑問の声が出るはずで 資本等による土地取得の動向把握を行ってきたと

す。この法律の制定を求めたのは北海道知事であ ころでありますが、取得目的の詳細な把握などに

る事も明らかにして、説明会には道の関係部局も つきましては、地方自治体独自の取組では限界が

同席させるべきだというふうに思います。 あることから、道議会でのご議論も踏まえながら、

なぜ道が法制定を政府に求めたのか、道は住民 国に対して、安全保障上、重要な施設周辺などの

に丁寧に説明する絶好の機会として捉えて、行う 土地取得・利用を規制する関係法令の整備を行う

べきであると思いますがいかがでしょうか。 よう要望してきたところであります。

重要土地等調査法の趣旨や制度などの住民の皆

様への周知は、一義的に内閣府が行うこととされ

ており、道といたしましては、今後、関係市町村

などから住民説明会の開催要望などがあった場合

には、国と協議し、適切に対応してまいります。

市町村から要望があればということですから、

逆に言うと元々の声の大きさで説明を求めればそ

ういうふうにしていただけるのか、それも曖昧で

わかりませんけれども、例えば当該の自治体ので

すね、議会がやっぱりちょっと中身が判らないと

いえば、道としてそれを受け止めて国の方に伝え

ていくということになるのかどうなのか、これら

のですね、いずれにしても明らかにしていただか

ないといけないなというふうに思っているわけで

ございます。
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（三）関係住民への説明について （危機対策局長）

北海道に存在する陸上自衛隊は37カ所ありま 住民の皆様への説明についてでございますが、

す。海上自衛隊が４カ所、航空自衛隊が９カ所、 重要土地等調査法に係る基本方針において、注視

海上保安部が18カ所、合計68施設が点在しており 区域又は特別注視区域の指定につきましては、安

ます。今後、これらの周辺居住の全ての道民ので 全保障の確保と自由な経済活動の両立の観点か

すね、個人情報の調査が行われるわけであります ら、指定に伴う社会経済活動への影響を安全保障

が、しかしほとんどの道民がこの法律のこともで 上の要請に基づく、合理的かつやむを得ない範囲

すね、対象地域に不動産が有れば個人情報が調査 に限定する必要があるとされております。

されることも知り得ていないというふうに思うわ このため、国は、まずは、有識者らで構成する

けであります。なぜ丁寧な説明を行わないのか、 土地等利用状況審議会において指定案を審議し、

お聞きしたいと思います。 その後、関係地方公共団体に意見聴取を行い、再

度、審議会で審議の上、指定を行うこととされて

おり、注視区域等の指定は、こうした手続きを経

て行われるため、現時点では、道内の防衛関係施

設や海上保安庁の施設の周辺区域の全てが指定を

受けるかどうかは不明であります。

なお、法の趣旨や制度などの住民の皆様への周

知は、一義的に内閣府が行うこととされており、

道といたしましては、国から協力依頼が行われた

際には、必要な協力を行うとともに、関係市町村

などから住民説明会の開催要望などがあった場合

には、国と協議するなど、住民の皆様に制度の周

知が図られるよう適切に対応してまいります。

なぜ、今回、指定されたところがですね、ほと

んど人の住んでいない無人島であったり離島であ

ったり、北海道もそうですがね、私も初めて聴い

た名前のところもありました。

ゴメ島だとかイソモシリ島、ハボマイモシリ島

だとか今まで私知り得ませんでした。

勉強不足でありましたけれども、まずはそうい

う影響のないようなところから始めていくという

のが今回の手続上明らかになったと思っています。

まず最初にやるべきは、一番機能が求められる

横田基地ですとか、それからまあ沖縄の基地です

とか、さらにはですね、これはもう東京のど真ん

中にある自衛隊ですとかですね、防衛省、これが

指定されなければならないですけれども、まった

く興味のないようなところから始めてくること自

体にですね、この法律のうさん臭さを感じるとい

うところであります。

防衛省の関連施設の多くは、市街地に所在しま

す。札幌はどうでしょうかね。私はよく判りませ

ん。

しかし真駒内にも大きな自衛隊の基地があるわ

けであります。函館では、陸自駐屯地、さらには、

海自、海上保安庁は、街の真ん中にあります。

とりわけ、陸自の駐屯地は、ご存じのとおり競

馬場、競輪場、少年刑務所があります。すぐ隣に

小学校もあります。

本町、杉並町の繁華街、高校もあります。様々

なところにある。



- 3 -

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

海上自衛隊は、ロープウェイのところまで、ロ

ープウェイの駅まで範囲が広がっていく、ドック

が入ってくる、そういう状況です。海上保安庁も

大門に近いところにあります。そういうようなと

ころにあるわけですね。

（四）調査対象数について （危機対策課長）

ちなみに想定される対象不動産数と調査対象者 防衛関係施設等の周辺区域の状況についてであ

数をお聞きいたします。 りますが、国は、重要土地等調査法に基づき、注

視区域に指定した区域内の土地等について、不動

産登記簿を中心として、必要に応じ住民基本台帳、

固定資産課税台帳、戸籍簿などの情報を収集し、

利用の状況等を把握することとしており、その対

象数などにつきましては、この調査を通じて把握

されるものと考えております。

なお、道では、これまで、海外資本等により取

得された森林周辺における防衛関係施設等の有無

を独自に把握してきたところであり、これら施設

ごとの周辺区域における土地所有者数などにつき

ましては把握しておりません。

（五）属性調査について （危機対策課長）

政府は、必要に応じて個人の属性についても調 土地等利用状況調査の調査項目についてであり

査可能としておりますけれども、その属性には「個 ますが、この調査で、国が関係行政機関等に対し

人属性」、「社会的属性」が含まれると理解してい 提供を求めることができる情報は、重要土地等調

いのかお聞きします。 査法第７条第１項及び同法施行令第２条の規定に

基づき、注視区域内にある土地等の利用者その他

の関係者に関する情報のうち、その者の氏名又は

名称、住所、本籍、国籍等、生年月日、連絡先及

び性別と定められております。

なお、同法に係る基本方針におきまして、これ

らの者の思想・信条等に係る情報を含め、その土

地等の利用には関連しない情報を収集することは

ない旨定められております。

おかしいです。例えば、土地を取得している方

々、その土地の名称、住所、本籍、国籍、生年月

日、連絡先及び性別、これらは、登記簿謄本や、

さらには役場に行けば、戸籍を調べればすぐに分

かるわけで、全く調べられないわけではない。

改めて、この法律をつくるという意味合いは、

そこに出入りする人、例えば、そこに土地を持っ

ている人が、どんな考え方を持って、そこにある

防衛施設に色々な悪さをするかということが、本

来この法律をつくる目的だとすれば、当然のこと

ながら属性を知らなければ意味合いがないという

ふうに思います。

前から話になっていますが、マイナンバーカー

ドを見せれば終わりかという話になりますが、そ

うではないわけであります。
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（六）利用者の調査について （危機対策課長）

調査対象物件であるお店や会社の従業員、出入 土地等利用状況調査の対象者についてでありま

り業者、病院の患者などとその家族など、利用さ すが、この調査の対象者は、重要土地等調査法第

れる方も全て調査対象となるのか、その可能性に ７条第１項の規定に基づき、注視区域内の土地等

ついてお聞きしたいと思います。 の利用者その他の関係者とされており、基本方針

におきまして、当該調査は、土地等の利用者につ

いて実施し、その調査では実態が必ずしも明らか

にならない場合には、その他の関係者についても

実施すると定められております。

また、その他の関係者は、不動産登記記録上の

所有者が法人である場合における当該法人の役員

などが例示されており、土地等の利用者の家族や

友人・知人につきましては、そのことのみを理由

として、対象となることは考えられないとされて

いるところでございます。

今の中でも、「役員など」というように、「等」

や「など」と、これは広がりがどこまで広がるか

分からない。

「そのことのみを理由として」も、そのことの

みというのもまた曖昧な言い方であります。

したがって、例えば、役員だけではなくて、そ

こにいる従業員の方々が、今日はちょっと残業し

ますと言って、一人になって何かをするかも分か

りません。隣接している防衛施設に。

そういうことも考えられるから、全てのことを

知りたいというのが、今回のこの法律の根底にあ

るものなのではないですか。

そうでなければ、先ほど言ったように、単純に

表面上の個人の情報だけであったら、他の方法で

いくらでも分かるわけであります。

（七）憲法との整合性について （危機対策局長）

当該の土地や建物の所有、売買、利用の規制に 国民の権利との関係についてでございますが、

関わる関連法令の整備についても、道は政府に立 重要土地等調査法に係る基本方針では、法による

法を要請しましたけれども、憲法第29条には、「財 措置は、注視区域内にある土地等が、重要施設等

産権は、これを侵してはならない」として、その の機能を阻害する行為の用に供されることを防止

土地を所有し、所有権に基づき自由に利用する事 するために必要な最小限のものとなるように実施

は財産権で保障されておりますけれども、憲法と するものとし、思想、信教、集会、結社、表現な

の整合性についてお聞きしたいと思います。 どの自由や勤労者の団結権、団体行動権など、日

本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制

限することのないよう留意する旨定められており

ます。

【再質問】 （危機対策局長）

思想・信条の自由とか表現の自由というのは、 財産権との関係についてでございますが、財産

これは当たり前のことであります。 権は、憲法第29条で保障する権利であります。

私が今聞いたのは、「財産権は、これを侵して 重要土地等調査法に係る基本方針では、日本国

はならない」ということについてどうなのか聞い 憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限

たわけですけれども、直接のお答えがないので、 することのないよう留意する旨、定められており

再質問します。 ます。
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財産権はありますよということで、先ほど言っ

たように、自由に個人の財産を処分したり、利用

することが保障されているわけです。

しかし、一方でこの法律は、その持っている土

地・不動産について、制限をかけて罰則まで科す

ことができるようになっているので、そこと憲法2

9条との関係はどうなんですかとお聞きしたわけで

すけれども、なかなかそこには直接的に答弁をい

ただいていないわけであります。

（八）外国からの投資について （危機管理監）

今後は外国人の土地・建物所有に関し、制限を 海外からの投資についてでございますが、国内

する事にもなるということになりますが、有識者 市場の縮小やグローバルリスクも顕在化する中、

会議においては、「経済活動のグローバル化が進 道では、変化の激しい世界情勢に機動的かつ柔軟

展する中、外国資本などによる国内投資は、リノ に対応しつつ、海外からの人や技術、資本などの

ベーションを生み出す技術やノウハウをもたらす 道内各地への新たな流れの創出により、活力ある

とともに、地域の雇用機会の創出にも寄与するも 地域づくりにつなげていくことが重要と認識して

のであり、基本的には我が国の経済の持続的成長 いるところでございます。

に資するものとして歓迎すべきである。」という 重要土地等調査法に係る基本方針では、法の目

見解も示しております。 的は、土地等の不適切な利用を防止することによ

中国の資本家に夕張マウントレースイを売却し り、国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等

たトップを抱える道は、ニセコなどの例もありま の保全及び安全保障に寄与することであり、土地

すけれども、重要土地周辺の外国資本の展開につ 等の所有者の国籍のみをもって、法に基づく措置

いて歓迎すべきなのかどうなのかお聞きしたいと を差別的に適用することはしない旨、定められて

思います。 いるところでございます。

土地・建物を持っている方ですが、公の福祉に

害するところもあるわけで、必ずしもこうだから

といって、そこに限ったわけではないと思います。

（九）自治体の施設について （危機対策課長）

今後の展開について、内閣のサイバーセキュリ 重要施設についてでありますが、重要土地等調

ティーセンターは、重要インフラとして指定され 査法第２条第２項におきまして、重要施設とは、

ている可能性がある施設として、原発、情報通信、 防衛関係施設、海上保安庁の施設及び生活関連施

金融、航空・空港、鉄道、電力、ガス、政府・行 設とされております。このうち生活関連施設につ

政サービス、医療、水道、物流、化学、クレジッ きましては、政令により、原子力関係施設及び空

ト、石油の14分野を特定しております。これらの 港とされ、さらに空港につきましては、同法に係

施設の周辺に関わる多くの国民の情報調査に広が る基本方針で、自衛隊の施設が隣接し、かつ自衛

る可能性が非常に多いわけでありますけれども、 隊も使用する施設から選定することとされており

この中に自治体が所有する施設も当然存在します。 ます。

指定された場合の道の対応をお聞きしたいと思 このため、サイバーセキュリティ基本法に基づ

います。 く国の行動計画に規定する情報通信、金融、政府

・行政サービス、医療など14の重要インフラ分野

に係る施設につきましては、重要土地等調査法上

の生活関連施設に該当する原子力関係施設や自衛

隊との共用空港を除き、この法律上の重要施設に

該当しないものと考えております。

法律は小さくつくって、大きく育てる。これが

政府のやり方であります。

今、よくおっしゃるように、我が国の防衛環境

は非常に厳しい状況にあるということを言ってい
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るわけでありますから、これはどんどん、例えば、

その危険性が迫ってくれば、今言った重要インフ

ラに拡大されていくということは、これはもう想

定ができるというふうに思うわけであります。

いずれにいたしましても、この問題については、

法律を求めた本人にお聞きしなければならないと

思いますので、知事総括をひとつ、よろしくお願

いしたいと思います。


